
教育委員会会議録 

 

１ 日 時  令和 7 年 3 月 17 日(月) 午後 1 時 30 分 

２ 場 所  坂出市教育会館 2 階 大会議室 

３ 議 題 

(１) 議 案 

非 第 38 号 令和７年度教育予算について 

非 第 39 号 教育大綱に基づく具体的計画について 

非 第 40 号 指定学校の変更について（基準外） 

非 第 41 号 学校医（耳鼻科医）の変更について 

非 第 42 号 後援名義の使用について 

 

 (２) 報 告 

非 第 52 号 指定学校の変更について（基準内） 

第 53 号 後援名義の使用について 

第 54 号 後援名義の使用について 

 

(３) その他 

 非 坂出市再編新校（前期）建設基本計画について 

非 坂出市いじめ防止基本方針改定について 

非 退職校長への坂出市教育委員会表彰（感謝状）について 

 

４ 出席者   教育長         山田 知志 

委 員         漆原 惠子 

        委 員         山地 誠治 

委 員         林  陽子 

委 員         川中 祥照 

 

５ 関係者   教育部長        松川 忠司 

教育総務課長補佐    漆原  稔 

学校教育課長      髙木 亮一 

学校教育課主幹     三野  勝 

学校教育課指導主事   藤川 由香 

        生涯学習課長      三谷 一正 



文化振興課長      片山 美江 

図書館長        百相 房江 

美術館長        寒川 典昭 

こども課長       濵田 知佐 

こども課指導主事    長尾 充希 

書 記 教育総務課長補佐    漆原  稔 

 

６ 署名委員  山田 知志 教育長、山地 誠治 委員 

 

７ 教育長の報告 

   2、3 月の教育委員会行事について報告。 

 

８ 非公開案件について 

議案第 38 号、第 39 号は、教育委員会の内部協議に関するもの、報告第 40 号、第 41 号及

び報告第 52 号は個人情報に関わるもの、議案第 42 号は法人及び団体に関わるもののため、

非公開とすることについて挙手による採決を行った。 

●結果 

多数決により非公開とすることに決定。 

 

９ 議案・報告についての審議 

(１) 教育部長 

非公開 議案第 38 号 令和 7 年度教育予算について（全体説明） 

 

(２) 教育総務課所管分 

非公開 議案第 39 号 教育大綱に基づく具体的計画について（基本方針１、２） 

 

非公開 坂出市再編新校（前期）建設基本計画について 

 

(３) こども課所管分 

  非公開 議案第 39 号 教育大綱に基づく具体的計画について（基本方針１） 

 

(４) 学校教育課所管分 

  非公開 議案第 39 号 教育大綱に基づく具体的計画について（基本方針１、２） 

 



非公開 議案第 40 号 指定学校の変更（基準外）について 

 

非公開 議案第 41 号 学校医（耳鼻科医）の変更について 

 

非公開 報告第 52 号 指定学校の変更（基準内）について 

 

非公開 坂出市いじめ防止基本方針改定について 

 

非公開 退職校長への坂出市教育委員会表彰（感謝状）について 

 

(５) 生涯学習課所管分 

  非公開 議案第 39 号 教育大綱に基づく具体的計画について（基本方針３） 

 

議案第 42 号 後援名義の使用について 

★説明者 生涯学習課長 

後援名義の使用について説明を行う。 

◇委員 

ホームタウンデーは何回か続くのか。 

<回答> 生涯学習課長 

  B3 リーグから B2 リーグに上がる可能性があり、今後も開催されるかもしれない。 

●結果 

教育長は各委員に諮り、原案のとおり承認した。 

 

報告第 53 号 後援名義の使用について 

★説明者 生涯学習課長 

後援名義の使用について説明を行う。 

◆質疑・意見 

特に発言する者なし。 

●結果 

教育長は各委員に諮り、原案のとおり承認した。 

 

(６) 文化振興課所管分 

非公開 議案第 39 号 教育大綱に基づく具体的計画について（基本方針３） 

 



報告第 54 号 後援名義の使用について 

★説明者 文化振興課長 

後援名義の使用について説明を行う。 

◆質疑・意見 

特に発言する者なし。 

●結果 

教育長は各委員に諮り、原案のとおり承認した。 

 

 

１２ 次回定例委員会日程   令和 7 年 4 月 14 日（月） 

 

 

１３ 閉会          午後 4 時 30 分 

 

 

以上、会議のてん末に相違ないことを証します。 

令和 ７ 年 ４ 月１４日 

 

教育長   山田 知志 

 

署名委員  山地 誠治 


